
初めての免許からプロの免許まで、運転免許取得をサポート！

岩手労働局長 登録教習機関

◎受講手続き
受講申込みは１週間前まで    （定員になり次第締め切ります）
申込書類は事前に持参か郵送で（申込書は当社から郵送いた
します）
申込時に料金の納入もお願いいたします。
申し込みは申込書記入と料金納入により確定といたします。

◎申し込みに必要なもの
①本人の住所の確認できる公的書面（自動車運転免許証又は住民票等）
（上記が住民票の場合は他に本人確認できるもの・・・健康保険証、学生証）
②受講料（受付時）
③写真２枚（30×24mm.） ・・・当事業所でも取れます。（6枚1,100円）

（ホームページより仮申込画面から写真データー送付も可能です。）

テールゲートリフター
特別教育

岩手技能講習センター
（ ）

花北興産有限会社

〒024-0001 岩手県北上市飯豊24-75-2 TEL0197-68-2523 FAX 0197-68-4341

令和６年２月１日より特別教育が義務化！

区分 受講者の資格 日数
学科
（時間）

実技
（時間）

講習料金（テキスト含）
税込価格（本体料金）

6時間コース 18歳以上 １ 4.0 2.0 13,750円
(12,500円）

１．教育時間と受講料金

２．教育科目と時間

科目 教育
時間

時間割 日程

定員20名

学
科

テールゲートリフターに関する知識 1.5時間 8:15～9:45

６/２８
(金)

９/９
(月)

１０/１８
(金）

テールゲートリフターによる作業に
関する知識

2.0時間 9:50～11:55

関係法令 0.5時間 12:00～12:30

実
技

テールゲートリフター操作の方法 2.0時間 13:30～15:35

安衛則・特別教育規程の改正され

「テールゲートリフター操作の業務」が「特別教育を必
要とする業務」に追加されました。令和６年２月１日以
降、テールゲートリフターを使用して荷を積み下ろす
作業に従事する労働者に特別教育を行うことが義務
付けられます。

２０２４年

実技終了後教室に戻り修了証交付を行います。（交付修了 １５：５０頃になります。）

◎当日 筆記用具 本人確認書面（運転免許証など）、保護帽（ヘルメット）、安全靴、作業手袋（ヘルメット準備できない方は受付にご連絡ください。）
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